
　　　　　　　主　　　文

一　被告は原告に対し、金三五〇万〇五八三円及びこれに対する昭和六一年一一月
六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
二　原告のその余の請求を棄却する。
三　訴訟費用はこれを五分し、その一を原告の、その余を被告の負担とする。
四　この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

　　　　　　　事　　　実

第一　当事者の求めた裁判
一　請求の趣旨
１　被告は原告に対し、金三五一万五二九一円及びこれに対する昭和六一年一一月
六日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
２　被告は原告に対し、金八〇万六五四〇円及びこれに対する昭和六二年一〇月一
〇日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
３　訴訟費用は被告の負担とする。
４　１項、２項につき仮執行宣言
二　請求の趣旨に対する答弁
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟資用は原告の負担とする。
第二　当事者の主張
一　退職金請求について
１　請求原因
（一）原告は、昭和三七年四月、広告業を営む被告会社に雇用され、二三年一一か
月間在職した後、昭和六一年二月末日退職した。
（二）　被告会社の就業規則二六条には、勤続三年以上の従業員が退職した場合に
は退職金を支給する旨規定されており、その細則である退職手当支給規定の四条に
よれば、退職金の支給額は当該従業員の退職時の基準内賃金に勤続期間によって定
まる支給率を乗じて算出することとされている。そして、原告の退職時における基
準内賃金は、基本給一五万六五〇〇円、役付手当二万円、合計一七万六五〇〇円で
あり、同規定によれば、勤続二三年一一か月の場合の支給率は一九・九一六六六で
あるから、原告は被告会社に対し、三五一万五二九一円の退職金請求権を取得し
た。
（三）　よって、原告は被告に対し、退職金三五一万五二九一円及びこれに対する
履行期の後である昭和六一年一一月六日から支払済みまで商事法定利率年六分の割
合による遅延損害金の支払を求める。
２　請求原因に対する答弁及び被告の抗弁等
（一）　被告が広告業を営む会社であること、原告が昭和三七年に被告会社に雇用
され、昭和六一年二月末日に退職したことは認める。ただし、原告が雇用されたの
は正確には昭和三七年四月ではなく同年五月であるから、勤続年数は二三年一〇か
月である。
（二）　被告会社の就業規則に原告主張の定めがあること、退職手当支給規定四条
が退職金算出に関する原則を定めていること、退職時における原告の基準内賃金が
原告主張のとおりであることは認めるが、右退職手当支給規定はその総体によって
退職金を支払う場合と支払わない場合を定めているのであって、単純に退職時の基
準内賃金に所定の支給率を乗じた額を支払うとしているものではない。
（三）　右退職手当支給規定六条本文後段は、退職後六か月以内に同業他社に就職
した場合は退職手当を支給しない旨定めている（以下これを「本件不支結条項」と
いう。）ところ、
原告は、被告会社を退職した直後から「中央アド企画」又は「中日プラン社」の名
称で広告代理業を自営し、又は広告代理業を営む「株式会社メディアマンエージェ
ンシー」に就職した。原告の右行為は本件不支給条項に該当し、したがって、原告
は退職金請求権を取得し得ない。
（四）　退職金請求権の放棄
　原告は退職に当たって、被告会社の担当者から本件不支給条項の存在、右条項に
該当しないことが確定した場合に支給されるべき退職金の額は三五〇万〇五八五円
であることの説明を受けたが、その際原告は、その程度の金額ならば、退職金は要



らないと述べ、退職金請求権を放棄する意思表示をした。
３　被告の抗弁等に対する原告の答弁及び主張
（一）　本件不支給条項が存在すること、原告が退職後六か月以内に「中央アド企
画」の名称で広告代理業を始め、間もなくその名称を「中日プラン社」と変更した
ことは認める（「株式会社メディアマンエージェンシー」は昭和六一年七、八月こ
ろ友人から一緒にやろうと誘われ、一時共同でやった会社であるが、二か月位で会
社自体が消滅した。）。
（二）　しかしながら、本件不支給条項は無効である。
（１）退職金は、時代を遡れば恩恵的ないし長期勤続に対する功労報償的性格のも
のであったかもしれないが、退職金制度が普及し、社会的意識として退職金制度の
有無及び退職金の額が労働条件の重要な要素と考えられるようになった今日におい
ては、労働協約、就業規則によって支払条件が定められた退職金の法的性質は賃金
の後払に他ならない。
被告会社の退職手当支給規定において、基準内賃金が退職金算定の基礎とされてい
ること、支給乗率は勤続年数に正比例的に増加していることは、被告会社における
退職金も賃金後払の性質を有することの証左である。
（２）　前記退職手当支給規定四条によって算出される退職金債権は、退職時にお
いて直ちに発生すると解すべきであり、このことは被告会社の退職手当支給規定全
体の構造から明らかであるばかりでなく、退職金の法的性質が賃金の後払であるこ
とからも必然的に導き出される結論である。しかるに、本件不支給条項は、退職後
に生じた事由によって退職金の支給を制限するものであり、これは、前記退職手当
支給規定全体の構造及び退職金の法的性質を無視するものであって違法な規定とい
うべきである。
（３）　本件不支給条項は、たとえ六か月間であっても、労働者が退職した後につ
いてまで職業通択の自由を規制するものである点及び賃金である退職金を支払わな
いという手段を用いる点において公序良俗に反するものであり、民法九〇条により
無効である。
（４）　前記退職手当支給規定六条但書は、本件不支給条項に該当する場合でも、
取締役会の審議により退職金を支給することがある旨定めてはいるが、これでは退
職金支給の有無又は支給額が専ら被告会社の裁量によって決定されることになり、
このような定め方は労働基準法一五条一項所定の労働条件明示義務に違反するとい
うべきであるから、退職手当支給規定六条は全体として無効である。
（三）　仮に、本件不支給条項が無効でないとしても、被告会社は原告を退職に追
い込んだものであるから、原告の退職は会社都合による解職又は解雇に準じて考え
られるべきであり、本件不支給条項の適用はない。すなわち、
（１）　原告は昭和六〇年四月一日、被告会社岡崎支店長代理兼務を口頭で命ぜら
れたが、同年九月一日付で更にＡが同支店長代理に発令されたところから、右両発
令の趣旨に疑問を抱き、同年九月中旬以降岡崎支店に行かなかったところ、同年一
一月二〇日になって岡崎支店長代理を解かれた。
（２）　被告会社は、倒産した会社と関連する者との取引を内規によって禁止して
いたのであるが、原告は、訴外Ｂの依頼により右内規に反して同人と取引を行った
ところ、同人から受領した手形が不渡りになった。このことにつき、被告会社のＣ
専務は、何回にもわたって原告を含む部長らを招集し、同僚の面前で執拗に原告の
責任を追及し、あるいは原告のいない席で他の部長らに対し原告は辞表を提出すべ
きであることの同調を求めるなどして、原告に対し事実上退職を迫った。
　原告は、右の事態にたまらず、自分で資金を工面して代金の納入があったように
取り繕ったところ、このことで更に非難されることになった。
（３）　以上のことにつき、原告は同年一一月に同年一二月以降減給三か月の懲戒
処分を受けた。右懲戒の内容につき、原告は基準内賃金の一〇分の一がカットされ
ると理解していたが、実際は後記のとおり、奨励金、各賞、賞与まで大幅にカット
され、越年もままならず、母と妻、子供三人の計六人の家族の生活を維持するのも
困難な状態になった。
（４）　原告の行為につきある程度の懲戒はやむをえないとしても、奨励金等の大
幅カットは後記のとおり違法なものであり、報復ともいうべき過剰な制裁である。
このような事情に照らすと、原告は自己の都合により自主的に退職したものではな
く、被告会社によって退職に追い込まれたとみるべきである。
（四）原告が退職金請求権を放棄した事実は否認する。
４　原告の主張に対する被告の反論



（一）　退職金の本質は在職中の功労に対する報償であり、賃金の後払ではない。
仮に、賃金後払の性質が併存する場合においてもその根本的性質は功労報償であ
り、したがって、使用者は、一般に、退職金支給制度を設けるか否かの自由を有す
るのであり、それを設ける場合においても、どのような支給基準を定めるかは基本
的に使用者の裁量によって決定することができるのである。
　このことは、懲戒解雇の場合は退職金を支給しないということが、一般に承認さ
れていることからも明らかである。
（二）　被告会社の退職手当支給規定五条は、在職中特に功労顕著な者に対しては
特別功労金を支給する旨を定め、同規定六条但書には本件不支給条項があり、その
他被告会社の退職手当支給規定においては、勤続年数の増加に従って退職金の支給
率が増加すること、定年退職の場合は退職金の額が他の場合の一・二倍となるこ
と、自己都合退職と会社都合退職とでは後者が有利であることなどが定められてい
るが、これらはいずれも退職金の根本的性質が功労に対する報償であることの表れ
である。
（三）　このように退職金の根本的性質は在職中の功労に対する報償であるから、
使用者はその必要に応じて退職金の支給条件を定めることができるというべきとこ
ろ、本件不支給条項は、以下の合理的必要に基づいて置かれたものである。
　すなわち、被告会社のような中小規模の広告代理業においては、営業活動は従業
員と顧客の個人的な結びつきに発展しやすく、従業員が同業他社へ就職したり、退
職して広告代理業を自営したりすると、それに伴って顧客も右就職先などに移って
しまう傾向が著しい。そうなった場合、被告会社が被る不利益は莫大であり、した
がって、当該従業員の在職中の功労に対する評価も滅却されることになる。
　現に被告会社は、原告が退職後に直接取引により被告会社から顧客を奪ったため
莫大な不利益を受けている。すなわち、被告会社においては、原告が在職中担当し
た顧客の売上は原告退職後大幅に減少しているし、原告の退職を境として取引が全
くなくなった顧客も多数ある。被告会社の損害は、年間八三四六万円ないし九三〇
九万円にもなり、これが半永久的に続くのである。
（四）　本件不支給条項は、間接的に従業員の退職後の競業行為に対しある程度の
規制を加えることになるが、競業行為に対する規制は、在職中に限って許されると
解すべきではなく、退職後においても合理的な限度においては、在職中と同様に許
されるべきである。
　右規制の合理性をみるに、規制の目的が合理性を有することは、前記のとおり被
告会社が原告の競業行為により莫大な不利益を受けていることから明らかであり、
規制の方法については退職金を与えないという間接的なものであり、規制の期間も
退職後六か月以内に限られているなど、極めて穏やかなものに留まるから、右の規
制が合理的な範囲に留まることは明らかであり、公序良俗に反するとの非難は失当
である。
（五）　被告会社が原告を退職に追い込んだとの点は否認する。
　仮に、原告が被告会社によって退職に追い込まれたと考えていたとすれば、それ
は原告の誤解である。そもそも原告は、会社において禁止されている倒産した会社
と関連する者との取引を行い、また岡崎支店長代理を命ぜられたにもかかわらず同
支店へ出勤しないなど、きわめて勤務状態が不良であったため、被告会社はこれを
懲戒処分の理由とし、また、賞与、奨励金の支給の有無や金額の算定に際して考慮
した。原告の採った行動が被告会社にとってきわめて不都合なものであったことか
らすれば、これは当然の措置である。
二　末払賃金請求について
１　請求原因
（一）　退職金請求の請求原因（一）と同じ。
（二）　原告が被告会社に在職中支払われていた賃金には、毎月支給される給与と
毎年六月及び一二月に支払われる賞与とがあったが、昭和六〇年四月から同年一〇
月までの原告の給与の明細は別紙（一）の表のとおりであり、昭和五九年一二月の
原告の賞与の額は七〇万五〇〇〇円であった。
　なお、原告は昭和五九年四月一日以降第二営業本部本部長付部長の地位にあっ
た。
（三）　ところで、原告は昭和六〇年一二月、部長から部長代理に降格されるとと
もに、懲戒処分として昭和六〇年一二月から三か月間本来支給されるべき賃金の一
〇分の一を減ずる旨の減給処分を受けた。
　右降格及び減給処分の結果、原告に支払われる賃金の額がある程度減少するのは



やむを得ないとしても、被告会社は是認し得る限度を超えて、本来支払われるべき
賃金を支払わない。以下、この点を分説する。
（四）　右懲戒処分は同年一二月分からの減給であるから、一一月分の給与につい
て支給を減ずる根拠はないにもかかわらず、被告会社は一一月分の給与につき奨助
金部分の全額を支給しない。
　もっとも、被告会社は奨励金の支給基準を明確にしていない（この点は労働基準
法一五条に違反する。）ので、原告は支給されるべき奨励金の額を確定的には主張
し得ない。しかし、別紙（一）の表記載の昭和六〇年四月から同年一〇月までの支
給実績から一か月の平均支給額を求めると一五万七二〇〇円になるから、同年一一
月分給与についても少なくとも一五万七二〇〇円の奨励金が支払われるべきであ
る。
（五）　原告は昭和五九年一二月に賞与として七〇万五〇〇〇円の支給を受けてい
るから、昭和六〇年一二月にも同額の賞与が本来支給されるべきであるが、前記減
給処分があるのでその一〇分の一の減額を是認するとしても、六三万四五〇〇円が
支給されるべきである。しかるに、昭和六〇年一二月実際に原告に支給された賞与
の額は三〇万円に過ぎなかつたから、残額三三万四五〇〇円が更に支給されるべき
である。
（六）　被告会社が原告に対し実際に支給した昭和六〇年一二月分から昭和六一年
二月分までの給与の明細は別紙（二）の表のとおりである。
　ところで、部長から部長代理に降格されたことにより役付手当が五〇〇〇円減額
されることを是認するとすれば、減給の前提となる給与の額は、昭和六〇年四月か
ら同年一〇月までの給与支給実績に照らし四八万八二〇〇円（奨励金一五万七二〇
〇円を含む。）となり、右金額から一〇分の一を控除した四三万九三八〇円が右三
か月間に毎月支給されるべき給与の額となる。
　しかるに、実際の支払額は、別紙（二）の表記載のとおりであり、昭和六〇年一
二月分につき一〇万〇一八〇円、昭和六一年一月分につき一三万一七八〇円、同年
二月分につき一〇万八九八〇円がそれぞれ不足するから、合計三四万〇九四〇円が
更に支給されるべきである。
（七）　よって、原告は被告に対し、未払賃金として、右（四）ないし（六）の合
計額八三万二六四〇円から後に計算違いがあったとして追加払いされた金額を差し
引いた八〇万六五四〇円及びこれに対する覆行期の後である昭和六二年一〇月一〇
日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（八）　仮に、原告において賞与及び奨励金の額を明示することができないところ
から未払賃金請求権の存在が立証されないというのであれば、被告会社の昭和六〇
年一一月の奨励金の全部カット、同年一二月から昭和六一年二月までの一〇分の一
以上に及び賃金減額行為は、就業規則及び労働基準法九一条に違反する点において
違法であり、民法七〇九条の不法行為を構成するものであるから、原告は被告に対
し、不法行為に基づく損害賠償として、前項（七）と同額の金員を請求する（前項
（四）ないし（六）の未払賃金額は損害算定の過程の数字として主張する。）。
２　請求原因に対する答弁
（一）　退職金請求の請求原因（一）に対する答弁と同じ。
（二）　被告会社が原告に対しその在職中毎月賃金を支払っていたこと、毎年六月
及び一二月に賞与を支払っていたこと、原告が昭和五九年四月一日以降第二営業本
部本部長付部長の地位にあったこと、原告が昭和六〇年一二月から部長代理に降格
されたこと、被告会社が原告に対し昭和六〇年一二月から三か月間支給されるべき
賃金の一〇分の一を減ずる減給処分をしたことは認める。
（三）　被告会社が原告に支払った昭和六〇年四月から同年一〇月までの賃金の明
細が別紙（一）の表のとおりであることについては、奨励金に関する部分を除いて
認める。すなわち、奨励金は被告会社の賃金体系上賃金ではなく、行賞としての賞
金であるから、それは賃金として支払われたものではない。
　被告会社が原告に支払った昭和五九年一二月及び昭和六〇年一二月の賞与の額が
原告主張のとおりであることは認める。賞与の額は、その都度査定によって定まる
ものであるから、減給の制限の対象とならない。
（四）　被告会社が原告に対し昭和六〇年一一月に奨励金を支給しなかったことは
認める。前記のとおり、奨励金は賃金ではないから従業員が当然にその請求権を取
得するものではなく、また支給基準が明示されていなくても労働基準法に違反する
ものではない。
（五）　予備的請求に関する主張は争う。



第三　証拠関係（省略）

　　　　　　　理　　　由

一　被告が広告業を営む会社であること、原告が昭和三七年四、五月ころに被告会
社に雇用され、昭和六一年二月末日に被告会社を退職したことは当事者間に争いが
ない。
証人Ｄの証言により成立が認められてる乙第一〇号証及び弁論の全趣旨によれば、
原告が雇用されたのは昭和三七年五月七日であることが認められ、右認定を左右す
るに足りる証拠はない。
二　退職金請求について
１　被告会社の就業規則二六条に、勤続三年以上の従業員が退職した場合には退職
金を支給する旨規定されていること、その細則として退職手当支給規定（以下「本
件支給規定」という。）があること、本件支給規定中に本件不支給条項があること
は当事者間に争いがない。
２　成立に争いのない乙第一号証によれば、本件支給規定が定める退職金支給額の
算出方法は概ね以下のとおりであることが認められる。
（一）　原則として、退職時の基準内賃金に勤続年数別の支給率を乗じて算出する
が、更に、減率を乗ずる場合がある。
（二）　支給率は、勤続三年の場合を二・五とし、勤続年数が一年増えるごとに、
一〇年までは〇・五を、一一年から三〇年までは一を、三〇年を超えるときは〇・
三を加える。
（三）　減率は勤続二〇年以下の者の自己都合退職（ただし、結婚、不具・廃疾等
の場合は除外される。）につき適用されるもので、四年未満の退職の場合が三〇パ
ーセント減、以下勤続年数が長くなるにつれて減率は減少し、勤続二〇年の場合は
三パーセント減になる。
（四）　定年退職の場合は、基準内賃金を一・二倍にして算出する。
（五）　在職中の功労が特に顕著な者には特別功労金（金額は予め定まっていな
い。）が附加されることがある。
（六）　懲戒解雇の場合及び退職後六か月以内に同業他社に就職した場合には退職
金は支給されない（右の後段が本件不支給条項）。ただし、事情によっては、取締
役会の決議によって金額を定め、支給されることがある。
３　以上の事実によれば、被告会社において退職金制度の存在は就業規則（その細
則としての支給規定を含む。）を介して労働契約の内容になっていることは明らか
であり、支給額は基本的に基準内賃金と勤続年数に従って定まること、支給条件及
び支給額は明確であり裁量の余地は殆どないことに照らすと、原告と被告会社との
労働契約における退職金の基本的性格は労働の対償であり、労働基準法にいう賃金
の一種であるといわなければならない。したがって、本件の退職金については、原
則的に、労働基準法の賃金に関する規制が及ぶと解される。
　被告は、退職金の本質は在職中の功労に対する報償であると主張する。たしか
に、沿革的にみると退職金制度は使用者による任意的、恩恵的な給付を基礎として
発達したものであり、現在においても使用者は退職金制度を設けることを強制され
ているわけではない。しかし、ひとたび就業規則を介して退職金制度の存在が労働
契約の内容となり、使用者の退職金支払義務が明確化し、労働者にとってそれが重
要な労働条件として意識されるようになると、退職金の基本的性質は労働の対償に
転化するといわざるを得ない。
　もちろん、その場合でも、退職時までは具体的請求権として成立しないという特
質から、退職金には通常の賃金と同一に論じられない部分があり、また前記の沿革
的特質に照らし、労働の対償たる基本的性質の否定とならない限度において、退職
金制度に功労報償的性格を付与することを全面的に否定するのは相当でない。しか
し、退職金制度を設けるか否かは使用者の自由であるということから、当然に使用
者が設定した基準によってのみ具体的権利が発生すると解することはできない。
４　原告が退職後六か月以内に広告代理業を自営したことは当事者間に争いがな
い。そして、本件不支給条項は、退職後六か月間同業他社へ就職しないことを退職
金債権発生の停止条件とする（同業の自営もこれに準じて扱う。）ものと解される
ところ、右条件不成就の場合退職金債権が発生しないとすることは、退職後の事情
によって退職時までの労働の対償である退職金を労働者に取得させないとするもの
であり、実質的に労働基準法二四条の定める賃金全額払の原則に反する内容を定め



ているといわざるを得ない。
　賃金全額払の原則は、労働契約上の労働者の基本的権利に関するものであり、安
易に例外を認められるべきではないから、本件不支給条項は、右原則に反する定め
をするにつき合理的な理由が認められない限り、その効力は否定されるべきであ
る。
　被告は、退職後六か月以内に同業他社へ就職することは、在職中の功労を滅却さ
せる旨主張するが、功労に対する評価は支給額算定の方法の中で定型的に処理され
ているのであり、退職金の基本的性質を賃金と解する以上、改めて退職金債権の発
生を功労の有無にかからせることが合理的であるとは到底解しがたい。
　本件不支給条項の定めによれば、その意図とするところは、主として、被告会社
を退職した者が退職後六か月間同業他社へ就職しないよう牽制することにあると認
められる。
証人Ｄ、同Ｃの各証言によれば、広告代理業特に被告会社のような中小の業者にお
いては、営業社員と顧客との個人的なつながりが密接であるため、営業社員が退職
して同業他社に就職し、あるいは自ら広告代理業を営む場合には、従前の顧客が当
該社員と共に移動する傾向があり、その場合会社が被る営業上の不利益は少なくな
いことが認められる。また、右証拠及び弁論の全趣旨によれば、退職した社員が従
前の顧客を吸引し得るのは、当該社員の個人的資質、能力のみによるとはいえず、
従前の会社において会社の力を背景に営業活動をしたことの成果をも利用する面が
あると認められるから、これを禁ずる趣旨で、従前の勤務の影響力が強いと認めら
れる一定期間、退職社員に対し競業避止義務を課すこと自体は必ずしも不合理とは
いえない。
　しかしながら、実効性ある競業禁止を実現させるために、基本的性格が賃金であ
ると認められる退職金の発生を全面的に右競業避止にかからせることは、退職金の
右基本的性格及び退職金には退職労働者の退職直後の生活を保証する役割が期待さ
れていること、更に競業禁止は職業選択の自由という基本的自由に関わる問題であ
ることに鑑み、原則として、許されないと解すべきである。
　もっとも、退職金の不発生が一部に留まる場合又は競業行為が不公正な方法によ
ってされた場合などにおいて、この種の不支給条項の効力を承認するのを相当とす
る場合もなくはないと解されるが、本件全証拠によるも、本件不支給条項と解する
ことを相当とするに足りる事情は認められず、かえって、原告本人尋問の結果によ
れば、事の発端は原告の行動に問題があったとはいえ、後記未払賃金請求に関する
認定のとおり、原告は被告会社から、降格、減給処分、奨励金・賞与の低額査定な
ど、違法とはいえないものの、かなり苛酷な処遇を受けたことによって経済的に困
窮し、かつ、心理的にも追い詰められた結果、退職を決心したものであること、原
告の勤続年数は二三年余に及び、退職後も広告業界以外に適当な職業を見出すこと
が困難な状況にあったため、自己と家族の生活のため従前の経験を生かして広告代
理業の自営を始めたものであることが認められる。
　したがって、本件不支給条項は、原告と被告会社との間の労働契約を規制する効
力を有さず、原告は本件支給規定の原則に従い退職金請求権を取得したものという
べきである。
５　被告は、原告が退職金請求権を放棄した旨主張するが、証人Ｄ、同Ｃの各証言
によっても、原告が退職金請求権を放棄する意思を明確に表示したものとは認めが
たく他に右放棄の事実を認めるに足りる証拠はない。
６　原告の退職時における基準内賃金が一七万六五〇〇円であることは当事者間に
争いがない。
　前記入社時期及び退職時期によれば、原告の勤続年数は二三年一〇か月余になる
が、前記乙第一号証によれば、この場合の支給率は一九・八三三三三であることが
認められ、二〇年を超える勤続であるから、減率の適用はない。
　そこで、右基準内賃金額に右支給率を乗ずると三五〇万〇五八三円となり、原告
は退職時に右金額の退職金請求権を取得したというべきである。
二　未払賃金請求について
１　成立に争いのない甲第一号証の一ないし一八、乙第一号証、証人Ｄ、同Ｃの各
証言及び弁論の全趣旨によれば、（一）被告会社の就業規則はその第四章において
「給与」の標題のもとに、賃金の種別を定め、賃金は毎月二五日に月給として支給
する旨及び毎月の賃金の外に六月と一二月には業績と勤務成績等を勘案して賞与を
支給する旨を規定しているが、その外に第六章において「賞罰および損害賠償」の
標題のもとに「賞金授与」を含む行賞の制度を設けていること、（二）従業員に交



付される給与支給明細書の奨励金の欄に表示される金額は右行賞として授与される
賞金の額であること（以下右賞金を「奨励金」という。）、（三）奨励金の支給基
準は、従業員に対して明示されていないことはもとより、内部的にも明確な基準は
なく、営業社員についていえば特定の雑誌及び新聞の広告欄の契約をどれだけ取っ
たか、テレビ、ラジオのコマーシャルについて放映前に入金されたものがどれだけ
あったか等が慣行的に重要な判断要素とされ、最終的には社長によって勤務態度等
をも考慮して裁量的に査定されるものであること、（四）奨励金の査定は月単位で
行われ毎月二〇日に支給されること、（五）原告が昭和六〇年四月から一〇月まで
の間に被告会社から奨励金として支給された金額は別紙（一）の表の奨励金欄記載
の金額（ただし、五月分は二一万六一〇〇円、六月分は一一万九二〇〇円）であ
り、就業規則上の賃金として支給された金額は同表の支給総額欄記載の金額から奨
励金の額を控除した額であること、以上の事実を認めることができる。
　そして、右に認定したところによれば、奨励金は、被告会社の賃金体系上は賃金
とは別に行賞として扱われているが、それが労働の対償としての性質を有する金員
であることは明らかであり、労働基準法上の賃金とみるのが相当である。
２　原告は従前被告会社第二営業本部本部長付部長の地位にあったが、昭和六〇年
一一、一二月ころ同部長代理に降格されたこと、同年一一月には原告に対し奨励金
の名目による金員は支給されなかったこと、そのころ原告は同年一二月から翌六一
年二月までの間に支払われるべき賃金の一〇分の一を減ずる旨の減給処分を受けた
こと、原告は右期間中別紙（二）の表記載の明細どおりの名目で同表支給総額欄記
載の金員の支給を受けたことは、いずれも当事者間に争いがない。
　また、弁論の全趣旨によれば、被告会社は、本訴係属の後、右期間中の賃金等の
算出過程に違算があったとして各月につき八七〇〇円宛、計二万六一〇〇円を原告
に追加支払したことが認められる。
３　以上の事実と前記甲第一号証の一ないし一八及び証人Ｄの証言によれば、被告
会社は原告に対し、前記減給処分に基づき、昭和六〇年一二月から翌六一年二月ま
での間に支払われるべき賃金（就業規則にいう賃金）につきその一〇分の一を減額
して支給し、奨励金については別途査定して昭和六〇年一一月分は不支給とし、同
年一二月分から翌年二月分までは別紙（二）の表の奨励金欄記載のとおり支給した
ものであることが認められる。
４　原告は、奨励金は賃金であることを理由に毎月支給されるべき金額の一〇分の
一を超えて減額することは労働基準法九一条に違反する旨主張する。
　たしかに、被告会社における奨励金は労働基準法にいう賃金の性質を有すること
は前記のとおりであり、前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、奨励金は、金額
に多少の増減はあっても従前殆ど例外なく毎月支払われてきたことが窮われるが、
そのことによってもなお、被告会社が奨励金についての毎月の査定を行う前におい
て、各従業員が、事実上の期待以上に、具体的な奨励金請求権を取得すると解する
ことはできない。
　労働基準法九一条は一賃金支払期における賃金の総額が確定していることを前提
としてその減額を規制するものであるから、支給されるべき金額が確定していない
奨励金請求権につきこれを適用する余地はない。
５　原告の昭和六〇年一一月から昭和六一年二月までの末払賃金請求は、結局、こ
の期間における奨励金請求権が具体的賃金請求権として成立していることを前提と
して、その支払を求めることに帰するところ、右の前提を採用しがたいこと右のと
おりであるから、原告の右請求は理由がない。
６　原告が被告会社から昭和五九年一二月に支給された賞与の額が七〇万五〇〇〇
円であり、昭和六〇年一二月のそれが三〇万円であったことは当事者間に争いがな
い。
　原告は、ここでも賞与が労働の対償すなわち賃金であることを理由に、前年度の
金額の一〇分の一を超えて制裁的な減額をすることは、労働基準法九一条に違反す
る旨主張する。
　しかしながら、賞与についても奨励金と同じく、使用者の査定により金額が確定
するまでは具体的権利として成立しないと解されるから、労働基準法九一条を適用
する余地はなく、また、査定額を超えてこれを請求し得る根拠もない。
　したがって、原告の昭和六〇年一二月分賞与残額の支払を求める請求は理由がな
い。
三　予備的請求としての損害賠償請求について
　原告は、被告会社の奨励金不支給、賃金減額行為等は被告会社の就業規則及び労



働基準法九一条に違反する旨主張するが、前記認定したところに照らし、被告会社
が行った減給処分及び奨励金不支給又は減額に就業規則に反する点のないことは明
らかであり、また、奨励金及び賞与の支給につき労働基準法九一条の適用はないと
解すべきこと前記のとおりであるから、原告の右主張は採用することができない。
したがって、原告の右予備的請求も理由がない。
四　結論
　そうすると、原告の本件退職金請求は、金三五〇万〇五八三円及びこれに対する
履行期後である昭和六一年一一月六日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合
による遅延損害金の支払を求める部分につき理由があるから右の限度でこれを認容
し、その余は理由がないからこれを棄却し、未払賃金請求及び予備的損害賠償請求
はすべて理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、
九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判
決する。
別紙（省略）


